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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
外
一
名
提
出
被
災
地
に
お
け
る
生
活
再
建
と
復
興
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
今
国
会
に
提
出
し
た
平
成
二
十
三
年
度
第
三
次
補
正
予
算
に
お
い
て
、
被
災
地
の
地
方
公
共
団
体
が
策

定
を
進
め
て
い
る
復
興
計
画
を
実
現
す
る
た
め
の
所
要
の
経
費
の
計
上
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
被

災
地
の
地
方
公
共
団
体
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
被
災
地
の
本
格
的
な
復
興
に
向
け
て
適
切
に
支
援
を
行
っ

て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
復
興
住
宅
」
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
第
一
次
補
正
予
算
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
が
行じ

ん

う
被
災
者
に
賃
貸
す
る
公
営
住
宅
の
整
備
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
助
成
に
必
要
な
経
費
を
計
上
し
て
お
り
、
特
に
、
激
甚

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
の
対
象
と
な
る
公
営
住
宅
に
つ
い
て
、
そ
の
用
地
の
取
得
及
び
造
成
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
新

た
に
補
助
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
加
え
て
、
今
国
会
に
提
出
し
た
平
成
二
十
三
年
度
第
三
次
補
正
予
算
に
お
い

一



て
、
被
災
者
に
賃
貸
す
る
公
営
住
宅
等
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
そ
の
整
備
に
係
る
国
に
よ
る
調
査
に
要
す
る
費
用
等
、

必
要
な
経
費
を
計
上
し
て
い
る
。
ま
た
、
応
急
仮
設
住
宅
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
特
定
非

常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
十
九
号
）
に
よ
り
、
建
築
基

準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
よ
る
応
急
仮
設
住
宅
の
存
続
期
間
の
延
長
に
関
す
る
特
例
措
置
を
適
用
で
き

る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
被
災
者
が
恒
久
的
な
住
宅
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
が
行
う
様
々
な
取
組
を

支
援
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
住
宅
に
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
被
災
者
に
対
し
て
は
、
地
震
保
険
の
加
入
者
で
あ
っ
た
場
合
に
は

保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
ほ
か
、
被
災
者
が
自
力
で
住
宅
を
再
建
す
る
場
合
に
は
、
地
震
保
険
の
加
入
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
に
よ
る
災
害
復
興
住
宅
融
資
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控

除
を
い
う
。
）
等
に
よ
り
支
援
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
こ
れ
ら
の
施
策
を
通
じ
て
被
災

二



者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
関
係
す
る
県
教
育
委
員
会
等
に
対
し
、
登
下
校
時
の
児
童
生
徒
等
の
安
全
確
保
に
つ
い
て
十

分
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
通
学
が
困
難
と
な
っ
た
児
童
生
徒
等
の
た
め
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
経

費
に
つ
い
て
、
被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
臨
時
特
例
交
付
金
等
に
よ
る
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
被
災
地
に
お
け
る
道
路
管
理
者
が
行
う
街
灯
の
設
置
等
の
道
路
交
通
環
境
の
整
備
に

対
し
、
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
等
に
よ
る
支
援
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
基
づ
き
供
与
さ
れ
る
応
急
仮
設
住
宅
に
つ
い
て
は
、
各
県
が
定
め

た
応
急
仮
設
住
宅
の
構
造
に
係
る
仕
様
に
よ
る
も
の
と
同
等
以
上
の
も
の
と
な
る
よ
う
、
各
県
に
お
い
て
業
者
に
そ
の
建
設

を
発
注
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
建
設
す
る
地
域
や
建
設
を
行
う
業
者
の
差
異
等
に
よ
り
、
そ
の
仕
様
や
設
備
が
異
な

っ
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
被
災
者
の
応
急
仮
設
住
宅
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、
冬
の
寒
さ
対
策
に
関

三



し
て
は
、
断
熱
材
の
追
加
や
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
追
加
設
置
等
の
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
、
同
法
に
基
づ
く
国
庫
負

担
の
対
象
と
な
る
旨
を
関
係
各
県
に
対
し
て
通
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
他
の
設
備
等
に
つ
い
て
も
、
構
造
上
の
理
由
で
完
成
後
に
設
備
等
の
追
加
的
な
整
備
を
行
う
こ
と
が
困
難
な

場
合
を
除
き
、
同
法
に
基
づ
き
追
加
的
な
整
備
を
進
め
る
よ
う
、
同
省
か
ら
関
係
各
県
に
対
し
て
依
頼
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

引
き
続
き
、
応
急
仮
設
住
宅
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善
に
向
け
、
必
要
な
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
被
災
者
の
雇
用
の
維
持
・
確
保
や
生
活
の
安
定
の
確
保
の
た
め
に
、
被
災
者
等
就
労
支
援
・
雇
用

創
出
推
進
会
議
が
取
り
ま
と
め
た
「
「
日
本
は
ひ
と
つ
」
し
ご
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
基
づ
き
、
復
旧
事
業
の
推
進
、
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
就
職
支
援
の
強
化
等
に
努
め
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
の
復
興
段
階
で
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日
に
同
会
議
が
取
り
ま
と
め
た
「
「
日
本
は
ひ
と
つ
」
し
ご
と
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

フ
ェ
ー
ズ
�
（
第
�
段
階
）
」
に
基
づ
き
、
被
災
地
に
お
け
る
本
格
的
な
安
定
雇
用
や
全
員
参
加
、
世
代
継

承
等
の
理
念
に
沿
っ
た
質
の
高
い
雇
用
を
生
み
出
す
た
め
、
政
府
と
し
て
は
、
地
域
の
強
み
で
あ
る
農
林
水
産
業
や
製
造
業

四



等
の
復
興
に
向
け
た
産
業
政
策
と
一
体
と
な
っ
た
雇
用
面
の
支
援
、
若
者
、
女
性
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
雇
用
機
会
の
確

保
や
保
育
所
の
復
旧
等
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
第
一
次
補
正
予
算
に
お
い
て
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
等
が
実
施
す
る

「
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
貸
付
」
に
よ
り
借
入
れ
を
行
う
中
小
企
業
者
の
う
ち
、
地
震
、
津
波
等
に
よ
り
事
業
所
が
全
壊

又
は
流
失
し
た
者
等
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
借
入
時
に
�
っ
て
利
子
補
給
を
行
う
こ
と
に
よ
り
当
該
借
入
れ
に
係
る
利
子
の

支
払
負
担
を
零
と
す
る
「
特
別
利
子
補
給
制
度
」
を
措
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


